
 

船舶事故調査報告書 

令和元年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３０年１１月１２日 １３時３５分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市松山港大可賀
お お か が

３号岸壁 

 松山港外港２号防波堤北灯台から真方位１５１°１,７８０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５１.２′ 東経１３２°４２.５′） 

事故の概要  セメント運搬船寶積
ほうせき

丸は、着岸して圧送ゴムホースを格納する際、

乗組員が負傷した。 

事故調査の経過 平成３０年１２月１９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

セメント運搬船 寶積丸、２９９トン 

 １３３６２２、日本産業海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期  

事故の経過  本船は、着岸中、荷役終了後の圧送ゴムホース（以下「本件ホー

ス」という。）を船内に格納する際、船長が、格納作業を助ける目的

で甲板上から約１.５ｍの高さにある球状タンク上で本件ホースを引

っ張ったところ、雨で濡れた球状タンク上で足を滑らせ、甲板上に落

下して頭部を打ち、頭部打撲症等を負った。 

 船長は、作業をする際、ヘルメット、ゴーグル、救命胴衣及び安全

靴を装着していたが、安全帯を装着していなかった。 

分析  

 

 本船は、着岸して本件ホースを格納する際、船長が、甲板上から約

１.５ｍの高さにある球状タンク上で安全帯を着けずに本件ホースを

引っ張ったことから、雨で濡れた球状タンク上で足を滑らせて甲板上

に落下し、負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、着岸して本件ホースを格納する際、船長が、甲

板上から約１.５ｍの高さにある球状タンク上で安全帯を着けずに本

件ホースを引っ張ったため、雨で濡れた球状タンク上で足を滑らせて

甲板上に落下したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・雨で足場が濡れている高所で作業する際は、安全帯を使用するこ

とが望ましい。 

 


